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１． 四国地区官庁施設保全連絡会議等について 

〇 ＢＩＭＭＳ－Ｎ操作説明会について 

本年度の「ＢＩＭＭＳ－Ｎ操作説明会」は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、複

数官署が一堂に会する説明会等を取りやめ、以下の内容を当局営繕部にて個別に説明しまし

た。 

令和２年度ＢＩＭＭＳ－Ｎ操作説明会 

場      所 四国地方整備局 営繕部技術審査室 

説 明 内 容 

①「保全」、「支障がない状態の確認」、「法定点検」について 

② 初めての施設保全 

③ ＢＩＭＭＳ－Ｎ操作説明 

換気のため窓を開けておこない、６官署６名の方がお越しになり、説明させていただきました。

今後、年度途中の異動にともない“初めて保全業務に携わられる方”や”今回の６月では調整 

できなかった方”で、受けてみたいと思われる方は、対応しますので、「保全レター四国」事務局ま

でご連絡ください。 

〇 四国地区官庁施設保全連絡会議について 

 前年度は、７～８月に、各省各庁の施設保全責任者等の皆様に有用な情報をとりまとめて紹

介するために、「四国地区官庁施設保全連絡会議」を四国４県において開催しました。 

 「四国地区官庁施設保全連絡会議」の開催、時期及び方法について複数官署が一堂に会さな

い打合せ会等を検討しています。 

 今後、開催、時期及び方法が決まりましたら連絡いたします。 
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２． 「保全実態調査」について 

 

国土交通省では、国家機関の建築物等の保全の実態把握及び保全実地指導のため、保全

実態調査をしています。保全実態調査は、“官庁施設情報管理システム（ＢＩＭＭＳ－Ｎ）”を用い

て調査票に入力する方法です。調査票入力しシステム上の報告後は修正できません。修正等が

ありましたら、保全指導・監督室までご連絡ください。 
     

第１グループ（裁判所、内閣府、法務省、国土交通省、環境省、防衛省、警察庁） 

    入力期限 令和２年７月３１日（金） 

第２グループ（総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省） 

    入力期限 令和２年８月１４日（金） 
 

なお、調査内容を確認の上、保全実施指導対象となる施設を決めます。令和３年２月までに順

次保全指導を現地等で実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

３． 「台風等風水災害対策」について 
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４． 建築・設備基礎知識 

保全を実施するため建築物の各部位毎に最小限必要な知識の習得の為、「建築基礎知識」

や「設備基礎知識」をまとめた資料を作成していますので、一部を紹介します。 

必要と思われる方は、「保全レター四国」事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この状態であれば、鉄筋が無いか・鉄

筋が錆びて断面欠損状態であるので

更新、若しくはフェンス等に変更。 

歩行者等が転倒すると大きな問題とな

るため、早急に舗装材等で段差が無い

ように補修する必要がある。 

アンテナは、台風時の対策として、ワイヤー等で固定して

いることが多々ある。ワイヤーのぐらつき・留めている部

分の錆による破断の可能性など確認が必要。 
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５． 安全ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク先︓ブロック塀点検（例） 各県や各種団体作成のものがあります 
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2019/01/block_flyer.pdf 

６． 保全Ｑ＆Ａ 

四国地方整備局営繕部では、四国地区官庁施設保全連絡会議終了後に保全相談コーナー

を設けているほか、後述の「保全レター四国」事務局にて、随時電話及びメールで相談を

受付けています。その中で相談のあった内容について紹介させていただきます。 

 

Q：取り壊しを行った施設は BIMMS-N 上で消去してもよいか。 

  現在使用していない建物に点検していない浄化槽があるが点検対象となるか。 

 

A：取り壊しを行った施設は BIMMS-N 上で消去して問題ありません。 

  点検対象となりません。ただし 1 年以上浄化槽を休止する場合は「浄化槽使用休止届出

書」を県の福祉保健所に提出する必要があります。 
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７． トピック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク先︓四国地⽅整備局ホームページ（営繕部の施設の紹介） 

https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/file/general/reihoku_shinrin201912.pdf 

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞「保全レター四国」事務局 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 ○「保全レター四国」の配信中止・配信先変更のご希望等がありましたら、事務局まで 

  ご連絡頂きますようお願いします。 

   また、所掌の関係施設がございましたら適宜転送していただければ幸いです。 

 ○ 保全について、建物の不具合など困りごとやご質問等がございましたら遠慮なくお知らせください。 

 ○ この保全レターは不定期に配信しています。 

    

 国土交通省四国地方整備局営繕部保全指導・監督室 

 〒760-8554 

 香川県高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎（北館）13 階 

 TEL  087-851-8061       FAX  087-811-8436 

 担当 石原
い し は ら

（内線 5528） 小山
こ や ま

（内線 5181） 

 E-mail skr-hozenkan@mlit.go.jp 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

林野庁四国森林管理局 嶺北森林管理署庁舎紹介 

ＣＬＴを構造材に採用した木造の庁舎です。 “ＣＬＴ”を聞いたことはありますか？ 

ＣＬＴとは、丸太をひき板に加工し、その繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着し

たものを主とし、その方向を互いにほぼ直角にして積層接着し、３層以上の構造を持たせた板材 


